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                                            千葉県情報公開審査会 

                                        委員長  中 岡   靖 

  

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

令和３年５月２８日付け公委（市原警）発第８号による下記の諮問について、別紙のとお

り答申します。 

記 

諮問第１１５０号 

令和３年３月１日付けで審査請求人から提起された、令和３年２月２２日付け市原警発第

５７号で行った行政文書部分開示決定のうち、「協議概要欄 意見欄及び対応欄」を不開示

とした部分に係る審査請求に対する裁決について 
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諮問第１１５０号 

 

答   申  

 

第１ 審査会の結論 

千葉県警察本部長（以下「実施機関」という。）が、令和３年２月２２日付け市原警

発第５７号で行った行政文書部分開示決定（以下「本件決定」という。）で不開示とし

た協議概要の欄における意見及び対応の欄に記載されている各情報については、開示

すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

 １ 行政文書の開示請求 

審査請求人は、令和３年２月９日付けで千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条

例第６５号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対して、行政文

書の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 ２ 請求の内容 

本件請求の内容は、「令和２年５月１２日付け市土管第５７１号の道路法９５条の

２の規定による意見照会書に添付されていた書類のうち １、打合せ・協議記録簿（８） 

２、市道○○○○が改良工事であることがわかる書類（図面含む）（市道○○○○が既

設であることがわかる書類（図面含む）も含む）」である。 

３ 特定した対象文書 

実施機関は、本件請求に係る対象文書として、打合せ・協議記録簿（８）（以下「本

件対象文書」という。）を特定した。 

４ 実施機関の決定 

実施機関は、本件請求に対して本件決定を行った。 

 ５ 審査請求 

審査請求人は、本件決定を不服として、令和３年３月１日付けで審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

「令和３年２月２２日付市原警第５７号行政文書部分開示決定通知書の開示しな

い部分（千葉県情報公開条例第８条第６号に該当するとして開示しない処分）の処分



2 

を取消す。」との裁決を求める。 

 ２ 審査請求の理由 

（１）同条例８条６号に該当しない。 

 ア 審査請求人は次の情報を得ている。 

 （ア）電話協議は交通部交通規制課○○○○副主査と市原市土木管理課○○○○副

主査との間でなされたもの 

 （イ）規制課側から「意見照会申請の申請者名は、道路管理者であれば市原市長で

も良い。」とし市原市側から「分かりました。」との回答 

 （ウ）「市道部分は、協議対象から外れるので安全対策等の協議は所轄で良い。」と

規制課側からあり、市原市側から「市原警察署と協議します。」と回答 

 （エ）道路法９５条の２は県警本部長ではなく公安委員会に対して意見を求めるも

のであるから、規制課側は同法９５条の２に違反して判断をしていた。 

イ 公務員が職権濫用した事実を隠すため同条例８条６号に該当するとして情報隠

しをした。 

（２）情報公開とは行政と県民が情報を共有することであり、行政のおかしな事を隠す

ためのものではない 

 

第４ 実施機関の弁明要旨 

 １ 対象文書の特定 

実施機関において、審査請求人が開示を求める行政文書の有無を調査した結果、同

文書は、市原警察署に保管され、令和２年５月１２日付け市土管第５７１号「「○○○

○地先交差点改良計画」について（照会）」に添付された打合せ・協議の議事録のうち、

同年３月１６日に実施した「打合せ・協議記録簿（８）」であることが判明したことか

ら、これを対象文書と特定したことに誤りはない。 

なお、審査請求人の求める「２、市道○○○○が改良工事であることがわかる書類

（図面含む）（市道○○○○が既設であることがわかる書類（図面含む）も含む）」に

ついては保有していない。 

 ２ 協議概要欄の意見欄及び対応欄に記載されている情報 

条例第８条第６号に規定する「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、同種のものが反復さ

れるような事務又は事業であって、開示することにより、その適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの等と解されている。 
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協議概要欄の意見欄及び対応欄に記載されている情報について検討するに、これら

の情報は、県の機関、他の地方公共団体が行う事務又は事業に関することであって、

公にすることにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること

は明らかであり、同号に該当することから、これらの情報を不開示とした本件処分に

誤りはない。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、審査請求人の主張及び実施機関の弁明並びに本件対象文書を基に調査

審議した結果、次のとおり判断する。 

 １ 本件対象文書 

本件対象文書は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９５条の２第１項の規定

により、市原市長が、○○○○地先交差点改良計画について、千葉県公安委員会の意

見を聴くために作成した「○○○○地先交差点改良計画」について（照会）（令和２年

５月１２付け市土管第５７１号）のうち、千葉県警察本部の担当者及び市原市の担当

者で行われた協議（以下「本件道路協議」という。）に係る行政文書である。 

上記第３ １において、審査請求人は、条例第８条第６号に該当するとして開示し

ないとした処分を取り消すとの裁決を求めている。そこで、当審査会が本件対象文書

を見分したところ、本件対象文書は、協議件名、整理番号、回数、日付、協議先、出

席者（規制課側、土木事務所側、市原市側及び設計受託者等の欄で構成されている。）、

協議形式及び協議概要（意見及び対応の欄で構成されている。）の欄で構成されており、

本件決定において不開示とした部分（上記第３ １に限る。）は、協議概要の欄におけ

る意見及び対応の欄に記載されている各情報である。 

 ２ 条例第８条第６号該当性 

当審査会が事務局職員をして実施機関に確認させたところ、実施機関は、不開示と

した理由について、当該各情報が開示される前提に立てば、本件道路協議における担

当者間での率直な意見の交換が損なわれ、結果として議論が萎縮することとなるなど、

本件道路協議に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる旨説

明する。 

しかしながら、これらの欄には、実施機関の職員が道路構造令（昭和４５年政令第

３２０号）に基づく実施機関の運用に従って指摘した意見及びそれに対する市原市の

職員に係る回答の要旨が記載されているとのことであり、当該意見の欄に記載されて

いる情報は、実施機関の職員であれば同様の指摘をすることが予想される意見である



4 

とのことであった。 

そうすると、これらの欄に記載されている各情報を開示することにより、実施機関

が説明する、本件道路協議における担当者間での率直な意見の交換が損なわれ、結果

として議論が萎縮することとなるなど、本件道路協議に係る業務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって、当該各情報は、同号に該当せず、開示すべきである。 

 ３ 審査請求人のその他の主張 

審査請求人は、その他種々主張しているが、当審査会の判断に影響を与えるもので

はない。 

４ 結論 

よって、実施機関が、本件決定で不開示としたこれらの欄に記載されている各情報

については、開示すべきである。 

 

第６  審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

 

年  月  日 処  理  内  容 

令和３年 ５月２８日 諮問書の受付 

令和３年 ９月２８日 審議 

令和３年１０月２９日 審議 

令和３年１１月２６日 審議 

令和３年１２月２０日 審議 

令和４年 １月２８日 審議 

令和４年 ２月２５日 審議 

令和４年 ３月２３日 審議 

令和４年 ４月２５日 審議 

令和４年 ５月３０日 審議 

令和４年 ６月２７日 審議 

 

 

 (参考) 
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千葉県情報公開審査会第１部会 

 

氏  名 職 業 等 備  考 

大久保   佳 織 弁護士  

 荘 司  久 雄 前城西国際大学非常勤講師 部会長 

  湊   弘 美 弁護士 部会長職務代理者 

                      （五十音順） 


